
　

8
時
～
14
時
、
ま
た
は
14
時
～
18
時

　
【
平
日
】
14
時
～
18
時

■
勤
務
場
所
／
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
お
よ

び
北
児
童
館
・
南
児
童
館

※
登
録
申
請
書
（
児
童
福
祉
係
に
設
置
）

を
福
祉
医
療
課
児
童
福
祉
係
へ
提
出

問
福
祉
医
療
課
児
童
福
祉
係
（
保
健
福
祉

　

会
館
内
）
☎
23
―
０
５
０
０

■
応
募
資
格
／
小
学
校
教
員
免
許

■
任
用
期
間
／
任
用
日
～
翌
年
3
月
31
日

■
業
務
内
容
／
教
職
員
業
務
全
般

■
勤
務
場
所
／
町
内
小
学
校

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）
に

教
員
免
許
状
の
写
し
を
添
え
て
提
出

※
勤
務
時
間
お
よ
び
賃
金
・
待
遇
は
道
教

委
の
規
定
に
よ
る

■
申
込
期
限
／
定
員
に
達
す
る
ま
で

問
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

☎
56
―
８
０
１
８

■
募
集
期
間
／
12
月
2
日
㈪
～
16
日
㈪

一
般
世
帯
向
け
（
家
族
向
け
）

・
ノ
ー
ス
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
（
北
７
西
１
）

３
Ｄ
Ｋ　

１
戸　

秋
棟
４
階

・
ひ
ま
わ
り
団
地 (

北
６
西
５)

　

２
Ｄ
Ｋ　

2
戸　

１
号
棟
3
階
、
２
号

　

棟
５
階
（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
有
）

　

３
Ｌ
Ｄ
Ｋ　

１
戸　

１
号
棟
2
階

・
白
樺
団
地
（
北
４
東
８
）

２
Ｌ
Ｄ
Ｋ　

１
戸　

２
号
棟
２
階

・
羊
蹄
団
地
（
北
３
東
７
）

２
Ｌ
Ｄ
Ｋ　

１
戸　

５
号
棟
２
階

高
齢
者
（
60
歳
以
上
）
向
け
（
単
身
可
）

・
む
つ
み
団
地
（
南
８
西
２
）

２
Ｄ
Ｋ　

１
戸　

２
号
棟
２
階

■
任
用
期
間
／
任
用
日
～
翌
年
3
月
31
日

■
業
務
内
容
／
窓
口
・
電
話
対
応
、
パ
ソ

コ
ン
を
使
っ
た
事
務
な
ど

■
勤
務
時
間
／
月
～
金
曜
の
9
時
～
15
時

30
分

■
勤
務
場
所
／
建
設
課
住
宅
係

■
賃
金
・
待
遇
／
時
給
８
７
０
円

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

か
ら
の
紹
介
状
を
添
え
て
提
出

問
建
設
課
住
宅
係
☎
56
―
８
０
１
２

小
学
校
学
習
支
援
員
（
パ
ー
ト
）
1
名

■
応
募
資
格
／
小
中
高
い
ず
れ
か
の
教
員

免
許

■
任
用
期
間
／
任
用
日
～
翌
年
3
月
31
日

■
業
務
内
容
／
学
習
支
援
（
学
校
授
業
補

助
、
学
校
行
事
補
助
、
指
導
補
助
）

■
勤
務
時
間
／
8
時
～
15
時
30
分
の
う
ち

5
時
間
程
度
、週
休
二
日
制
（
土
日
祝
）

※
学
校
行
事
で
土
・
日
曜
勤
務
の
場
合

は
振
替
休
日
有
。
長
期
休
暇
中
の
勤

　
　

務
は
無
く
、
そ
の
間
の
賃
金
支
給
も

　
　

無
し

■
勤
務
場
所
／
倶
知
安
小
学
校

■
賃
金
・
待
遇
／
時
給
千
円
、
社
保
・
雇

用
保
険
・
通
勤
手
当
有

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）
に

教
員
免
許
状
の
写
し
を
添
え
て
提
出

問
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

☎
56
―
８
０
１
８

学
校
公
務
補
（
非
常
勤
）
1
名

■
応
募
資
格
／
普
通
自
動
車
免
許
、
芝
刈

機
や
除
雪
機
の
使
用
経
験
の
あ
る
者

■
任
用
期
間
／
任
用
日
～
翌
年
3
月
31
日

■
業
務
内
容
／
学
校
施
設
お
よ
び
敷
地
内

の
管
理
・
環
境
整
備
、
そ
の
他
学
校
用

務
■
勤
務
時
間
／
月
～
金
曜
の
7
時
30
分
～

14
時
45
分
（
学
校
行
事
・
降
雪
な
ど
で

時
間
変
動
や
土
日
勤
務
の
場
合
有
）

■
勤
務
場
所
／
倶
知
安
小
学
校

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校

■
受
験
資
格
／
令
和
2
年
4
月
1
日
現

在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満
の
男
子
で
、

中
学
校
卒
業
ま
た
は
中
等
教
育
学
校
の

前
期
課
程
修
了
者

■
受
付
締
切
／
令
和
2
年
1
月
6
日
㈪

■
試
験
日
／
令
和
2
年
1
月
18
日
㈯

問
倶
知
安
地
域
事
務
所
☎
23
―
３
５
４
０

　

古　

谷　

和　

之
☎
23
―
３
１
６
５

　

清　

水　

礼　

子
☎
22
―
０
０
７
５

　

笹　

山　

武　

市
☎
22
―
２
４
３
３

　

佐
名
木　

幸　

子
☎
22
―
４
３
０
２

■
日
時
／
令
和
2
年
1
月
6
日
㈪
10
時
～

■
場
所
／
ホ
テ
ル
第
一
会
舘

■
会
券
代
／
1
枚
千
円

■
申
込
／
12
月
13
日
㈮
ま
で
に
、
総
務
課

総
務
係
ま
た
は
倶
知
安
商
工
会
議
所
に

て
会
券
を
購
入
し
て
く
だ
さ
い

問
総
務
課
総
務
係
☎
56
―
８
０
０
０

宿
泊
税
の
申
告
納
入
に
つ
い
て

　

11
月
中
に
徴
収
し
た
宿
泊
税
の
申
告
納

入
が
12
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

各
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
の
宿

泊
に
係
る
宿
泊
税
に
つ
い
て
、
宿
泊
施
設

ご
と
に
翌
月
の
末
日
ま
で
に
、
必
要
事
項

を
記
入
し
た
「
宿
泊
税
納
入
申
告
書
・
徴

収
原
簿
」
を
税
務
課
に
提
出
し
て
、
そ
の

税
額
を
「
宿
泊
税
納
入
書
」
に
よ
り
町
内

金
融
機
関
ま
た
は
役
場
窓
口
に
て
納
入
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
休
業
な
ど
の
申
請

を
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
宿
泊
が
な

か
っ
た
場
合
で
も
「
0
円
」
と
し
て
申
告

　

応
募
に
は
必
要
書
類
、
所
得
制
限
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
抽
選
・
入
居
決
定
な
ど
は

１
月
中
旬
ご
ろ
で
す
。
詳
細
は
問
合
せ
。

問
建
設
課
住
宅
係
☎
56
―
８
０
１
２

■
抽
選
日
時
／
12
月
9
日
㈪
10
時
～

■
抽
選
会
場
／
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー

一
般
世
帯
向
け

・
え
ぞ
富
士
団
地
（
南
4
東
6
）

　

３
Ｌ
Ｄ
Ｋ　

1
戸　

4
階　

駐
車
場
有
料

■
申
込
場
所
、
期
間
／
文
化
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
12
月
5
日
㈭
～
7
日
㈯
9
時
～

18
時
※
7
日
は
17
時
ま
で

■
入
居
予
定
日
／
令
和
2
年
1
月
下
旬

※
申
込
や
入
居
に
関
す
る
要
件
は
問
合
せ

問
道
営
住
宅
指
定
管
理
者
エ
ム
エ
ム
エ
ス

マ
ン
シ
ョ
ン
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ

ス
☎
０
１
３
４
―
34
―
１
３
７
３

　

一
緒
に
楽
し
く
汗
を
か
き
ま
せ
ん
か
。

皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
活
動
期
間
／
12
月
14
日
㈯
～
令
和
2
年

3
月
末

■
活
動
日
／
火
曜
日
を
除
く
毎
日
、
9
時

30
分
～
16
時

■
活
動
場
所
／
き
た
ろ
く
グ
ラ
ウ
ン
ド

■
そ
の
他
／
会
費
・
貸
し
ス
キ
ー
無
料
、

休
憩
所
有
、
参
加
希
望
者
は
左
記
ま
で

問
田
村
☎
０
９
０
―
８
３
７
１
―
５
６
３
１

　

渡
辺
☎
０
９
０
―
５
２
２
６
―
４
７
２
６

自
衛
官
候
補
生
（
第
5
回
）

■
受
験
資
格
／
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

■
受
付
締
切
／
12
月
11
日
㈬

■
試
験
日
／
12
月
14
日
㈯
・
15
日
㈰

■
賃
金
・
待
遇
／
月
額
11
万
～
15
万
円
程

度
、
社
保
・
雇
用
保
険
・
通
勤
手
当
有

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

か
ら
の
紹
介
状
を
添
え
て
提
出

問
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
総
務
係

☎
56
―
８
０
１
８

学
校
公
務
補
（
パ
ー
ト
）
1
名

■
応
募
資
格
／
普
通
自
動
車
免
許
、
芝
刈

機
や
除
雪
機
の
使
用
経
験
の
あ
る
者

■
任
用
期
間
／
任
用
日
～
翌
年
3
月
31
日

■
業
務
内
容
／
学
校
施
設
お
よ
び
敷
地
内

の
管
理
・
環
境
整
備
、
そ
の
他
学
校
用

務
■
勤
務
時
間
／
月
～
金
曜
の
7
時
～
12
時

30
分
（
学
校
行
事
・
降
雪
な
ど
で
時
間

変
動
や
土
日
勤
務
の
場
合
有
）

■
勤
務
場
所
／
西
小
学
校
樺
山
分
校

■
賃
金
・
待
遇
／
時
給
８
７
０
円
、
社
保
・

雇
用
保
険
・
通
勤
手
当
有

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

か
ら
の
紹
介
状
を
添
え
て
提
出

問
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
総
務
係

☎
56
―
８
０
１
８

　

補
助
員
と
し
て
登
録
さ
れ
た
方
は
、
長

期
休
暇
期
間
や
支
援
員
の
休
暇
時
に
必
要

に
応
じ
て
勤
務
し
ま
す
。
空
い
た
時
間
に

仕
事
が
し
た
い
と
い
う
方
、
子
育
て
経
験

を
生
か
し
、
地
域
の
子
育
て
を
支
え
て
く

れ
る
方
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
者
／
児
童
福
祉
に
関
心
の
あ
る
町

内
在
住
の
子
育
て
経
験
者
、
20
歳
以
上

■
勤
務
内
容
／
子
ど
も
の
遊
び
や
生
活
指

導
、
安
全
管
理
な
ど
の
補
助

■
賃
金
／
時
給
８
７
０
円

■
勤
務
期
間
や
時
間
（
主
な
も
の
）
／

【
長
期
休
暇
や
学
校
の
振
替
休
日
】

児
童
支
援
員
（
非
常
勤
）
若
干
名

■
応
募
資
格
／
保
育
士
資
格
ま
た
は
教
員

免
許
を
有
す
る
者
、
児
童
関
連
事
業
に

2
年
以
上
の
従
事
経
験
を
有
す
る
者

■
任
用
期
間
／
任
用
日
～
翌
年
3
月
31
日

■
業
務
内
容
／
遊
び
を
通
じ
た
生
活
指
導

■
勤
務
時
間
／
月
曜
は
10
時
～
18
時
ま
た

は
13
時
～
18
時
、
火
～
金
曜
は
11
時
～

18
時
ま
た
は
13
時
～
18
時
、
土
曜
は

8
時
～
14
時
ま
た
は
12
時
～
18
時

■
勤
務
場
所
／
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
お
よ

び
北
児
童
館

■
賃
金
・
待
遇
／
月
額
11
万
～
15
万
円
程

度
、
社
保
・
雇
用
保
険
・
通
勤
手
当
有

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
免
許
証
の
写
し

と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
の
紹
介
状
を
添

情報の掲載を希望される場合はご相談ください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課企画振興室広報広聴係へ要連絡

納税だより

暮らしの

Information

－11－ －10－

募

集

【住宅ローン控除について】

　所得税の住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）に控

除しきれない額が生じた場合、その控除しきれない額は翌

年度の住民税から控除されます（ただし限度額有）。

○住宅ローン控除を初めて受ける方や、勤務先の年末調整

で申告していない方は、税務署での確定申告で住宅ロー

ン控除の適用を受ける必要があります

【医療費控除について】

　医療費控除は、その年の 1月 1日から 12 月 31 日までの

間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親

族のために、一定額以上の医療費を支払った場合に、申告

により所得控除を受けることができる制度です。

※医療費自体が戻るのではなく、課税のもととなる所得金

額が減額されることにより税金が安くなる制度です

○平成 29 年分の確定申告から領収書の添付が不要となり、

代わって「医療費控除の明細書」（国税庁様式）の提出

が必要となりました

〇生命保険契約などの入院費給付金や、健康保険で支給さ

　れる高額療養費・家族療養費など保険金による補てんが

　ある場合には、支払った医療費の金額から差し引くこと

　となります

○その年に支払った金額のみ対象となります。申告前に医

療費控除の明細書を活用し、整理をすると便利です。

○医療費控除の特例制度（セルフメディケーション税制）

を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることはでき

ません。どちらか選択することとなります

確定申告書には、マイナンバーの記載および本人確認書類

の掲示または写しの添付が必要です。

問税務課住民税係☎ 56 － 8003

周

知

　

え
て
提
出

問
福
祉
医
療
課
児
童
福
祉
係
（
保
健
福
祉

　

会
館
内
）
☎
23
―
０
５
０
０

児
童
支
援
員
補
助
（
パ
ー
ト
）
若
干
名

■
応
募
資
格
／
子
育
て
経
験
者

■
任
用
期
間
／
任
用
日
～
翌
年
3
月
31
日

■
業
務
内
容
／
児
童
支
援
員
の
補
助
業
務

■
勤
務
時
間
／
平
日
14
時
～
18
時
、
夏
休

み
な
ど
の
長
期
休
暇
は
8
時
～
14
時
ま

た
は
14
時
～
18
時
、
小
学
校
の
授
業
時

間
に
よ
り
変
更
有
。
週
20
時
間
未
満

■
勤
務
場
所
／
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
お
よ

び
北
児
童
館
・
南
児
童
館

■
賃
金
・
待
遇
／
時
給
８
７
０
円

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
免
許
証
の
写
し

と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
の
紹
介
状
を
添

え
て
提
出

問
福
祉
医
療
課
児
童
福
祉
係
（
保
健
福
祉

　

会
館
内
）
☎
23
―
０
５
０
０

住
宅
係
事
務
補
助
員
（
パ
ー
ト
）
1
名

児
童
支
援
補
助
員
の
募
集

期
限
付
教
職
員
の
募
集
※
道
教
委
採
用

歩
く
ス
キ
ー
の
会
会
員
募
集

自
衛
官
募
集

非
常
勤
・
パ
ー
ト
職
員
募
集

宿
泊
税
特
別
徴
収
義
務
者
の
方
へ

新
年
交
礼
会

道
営
住
宅
入
居
者
募
集

町
営
住
宅
入
居
者
募
集



　

法
人
道
民
税
・
事
業
税
お
よ
び
地
方
法

人
特
別
税
の
申
告
お
よ
び
各
種
申
請
・
届

出
を
電
子
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
利

用
に
は
HP
か
ら
手
続
き
が
必
要
で
す
。

http://w
w

w
.eltax.jp/

問
札
幌
道
税
事
務
所
税
務
管
理
部
課
税
第

　

一
課
☎
０
１
１
―
２
８
１
―
７
８
３
４

　
■
日
時
／
12
月
7
日
㈯
17
時
開
場
、
17
時

30
分
開
演

■
会
場
／
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー
大
ホ
ー
ル

■
入
場
料
／
大
人
５
０
０
円
（
高
校
生
以

下
無
料
）

■
曲
目
／

〇
第
一
部　

バ
レ
エ
音
楽
「
ガ
イ
ー

ヌ
」
よ
り　

他

　

〇
第
二
部　

A W
hole N

ew
 W

orld

、

　
　

す
べ
て
を
あ
な
た
に
、
聖
夜　

他

問
唐
澤
☎
０
８
０
―
５
５
９
１
―
６
９
０
６

つ
い
て
、
今
一
度
確
認
と
対
策
を
お
願
い

し
ま
す
。
ま
た
、
通
行
人
な
ど
第
三
者
に

危
害
を
及
ぼ
す
よ
う
な
管
理
不
全
の
空
き

家
で
、所
有
者
な
ど
と
連
絡
が
取
れ
な
い
、

ま
た
は
対
応
し
て
く
れ
な
い
場
合
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
お
隣
同
士
の
関

係
に
限
定
さ
れ
る
場
合
は
、
町
が
関
わ
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

問
住
民
環
境
課
生
活
安
全
係

☎
56
―
８
０
０
５

　

社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
歳
末
を
暖
か

く
、
安
心
し
て
過
ご
せ
る
よ
う
毎
年
恒
例

の
歳
末
物
資
配
分
を
行
い
ま
す
。
な
お
、

配
分
物
資
の
受
付
も
随
時
行
っ
て
い
ま

す
。（
不
用
品
の
処
理
を
目
的
と
し
た
寄

贈
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
）

■
対
象
者
／
町
内
在
住
の
生
活
困
窮
世
帯

※
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
方
を
含
む

■
日
時
／
12
月
20
日
㈮
10
時
～

■
会
場
／
保
健
福
祉
会
館
会
議
室

問
社
会
福
祉
協
議
会
☎
22
―
４
１
５
０

■
日
時
／
12
月
5
日
㈭
13
時
～
15
時
30
分

■
場
所
／
保
健
福
祉
会
館

問
倶
知
安
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
事
務
局

☎
22
―
０
２
３
２

役
場
の
閉
庁
日
に
つ
い
て

■
閉
庁
日
／
12
月
31
日
㈫
～
令
和
2
年
1

月
5
日
㈰

ご
み
の
搬
入
に
つ
い
て

【
清
掃
セ
ン
タ
ー
・
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
セ

ン
タ
ー
】

■
休
業
日
／
12
月
31
日
㈫
15
時
～
令
和
2

年
1
月
3
日
㈮

【
エ
コ
ガ
レ
ー
ジ
】

■
休
業
日
／
12
月
30
日
㈪
～
令
和
2
年
1

月
3
日
㈮

ご
み
の
収
集
に
つ
い
て

■
休
業
日
／
令
和
2
年
1
月
1
日
㈬
～
1

月
3
日
㈮

体
育
施
設
の
休
業
に
つ
い
て

【
総
合
体
育
館
】

■
休
業
日
／
12
月
30
日
㈪
～
令
和
2
年
1

月
6
日
㈪
※
12
月
29
日
㈰
は
12
時
ま
で

【
旭
ケ
丘
ス
キ
ー
場
】

■
休
業
日
／
12
月
30
日
㈪
～
令
和
2
年
1

月
1
日
㈬

【
夜
間
学
校
開
放
】

■
休
業
日
／
12
月
31
日
㈫
～
令
和
2
年
1

月
5
日
㈰

　

空
き
家
は
個
人
の
「
財
産
」
で
あ
り
、

管
理
責
任
は
個
人
に
あ
る
た
め
、
町
が
積

極
的
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
所

有
し
て
い
る
空
き
家
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

本
格
的
な
雪
が
降
る
前
に
建
物
と
敷
地
の

管
理
（
除
雪
・
落
雪
対
策
、
冬
囲
い
）
に

が
必
要
で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
11
月
宿
泊
分
に
つ
い
て
は
、
１
月
６
日

㈪
が
申
告
納
入
期
限
で
す

「
宿
泊
税
納
入
申
告
書
」「
宿
泊
税
納
入

書
」
は
税
務
課
（
⑨
番
窓
口
）
に
あ
り
ま

す
。
町
HP
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

問
税
務
課
宿
泊
税
係
☎
56
―
８
０
０
２

■
日
時
／
令
和
２
年
１
月
12
日
㈰
14
時
～

（
受
付
13
時
）

■
場
所
／
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
対
象
者
／
平
成
11
年
４
月
２
日
～
平
成

12
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

■
そ
の
他
／
対
象
者
に
は
12
月
上
旬
に
案

内
を
発
送
。
ま
た
、
現
在
、
就
学
・
就

職
な
ど
で
倶
知
安
町
に
住
民
票
が
な
い

場
合
で
も
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
希
望
者
は
問
合
せ
し
て
く
だ
さ
い

問
公
民
館
☎
22
―
４
１
５
１

■
日
時
／
1
月
8
日
㈬
9
時
30
分
受
付
、

10
時
開
始

■
場
所
／
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー

■
主
催
／
倶
知
安
町
青
少
年
育
成
会

■
お
題
／

〇
小
学
1
・
2
年
生　

え
が
お

〇
小
学
3
・
4
年
生　

生
き
る
力

〇
小
学
5
・
6
年
生　

進
む
勇
気

〇
中
学
生　
　
　
　
　

輝
く
未
来

※
参
加
申
込
書
は
各
学
校
を
通
じ
て
配
布

問
公
民
館
☎
22
―
４
１
５
１

　

人
権
擁
護
委
員
が
人
権
に
関
す
る
相
談

を
無
料
で
お
受
け
し
ま
す
。

肌トラブルにご注意ください

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安消費者協会

－12－

火
の
用
心
で
良
い
年
末
年
始
を

　

今
年
も
残
す
と
こ
ろ
わ
ず
か
と
な
り
、

寒
い
日
が
続
い
て
い
ま
す
。
特
に
、
年
末

年
始
は
火
気
を
取
り
扱
う
機
会
が
増
え
、

火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
期
で
も
あ
り
ま

す
。
火
気
を
取
り
扱
う
際
は
、
火
災
を
起

こ
さ
な
い
よ
う
、
次
の
こ
と
に
十
分
に
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

○
目
を
離
さ
な
い

○
コ
ン
ロ
の
周
り
に
は
燃
え
や
す
い
物
を

置
か
な
い

○
ガ
ス
ボ
ン
ベ
な
ど
の
ス
プ
レ
ー
缶
を
廃

棄
す
る
際
は
、
屋
外
で
穴
を
開
け
、
燃

や
せ
な
い
ご
み
で
適
切
に
廃
棄
す
る

な
お
、
長
期
間
家
を
空
け
る
際
は
、
放

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

11 月 15 日 ( 金 ) までに住民環境課住民係へ
届け出があったもので、承諾を受けた内容
について掲載しています。

令和元年 平成 30 年
人　身 29 件 25 件
物　損 569 件 597 件
死　者 1 名 0 名

10 月末までの
町内交通事故発生状況

令和元年 平成 30 年
火　災 9 件 7 件
救　急 699 件 673 件
救　助 30 件 27 件
その他 96 件 114 件

10 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

火
対
策
と
し
て
家

の
周
り
に
燃
え
や

す
い
物
を
置
か
な

い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

人の動き 令和元年10月末現在

人 口

男

女

世　　帯　　数

15,168 人

 7,712 人

 7,456 人

8,130 世帯

（前月比 +58）

（前月比 +37）

（前月比 +21）

（前月比 +56）

うち外国籍住民 807人 （前月比 +50）

10
月
の
主
な
事
件

▽
暴
行
事
件
の
発
生

路
上
に
お
い
て
、
注
意
を
し
た
こ
と
で

暴
力
を
振
る
わ
れ
る
事
件
が
あ
り
ま
し

た
。

▽
窃
盗
（
車
上
ね
ら
い
）
事
件
の
発
生

宿
泊
施
設
駐
車
場
に
お
い
て
、
車
内
が

荒
ら
さ
れ
る
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。

10
月
の
主
な
交
通
事
故

▽
9
日
、
町
内
交
差
点
に
お
い
て
、
車
両

同
士
の
衝
突
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

▽
12
日
、
町
内
交
差
点
に
お
い
て
、
車
両

同
士
の
接
触
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

▽
12
日
、
国
道
３
９
３
号
に
お
い
て
、
鹿

と
の
衝
突
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

▽
13
日
、
道
道
に
お
い
て
、
鹿
と
の
衝
突

事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

ごめいふくをお祈りします

－13－

「
な
が
ら
運
転
」
の
厳
罰
化

▽
31
日
、
道
道
に
お
い

て
、
鹿
と
の
衝
突
事
故

が
発
生
し
ま
し
た
。

ようてい法律事務所

弁護士 渡邉 恵介
☎ 21-6228

　携帯電話で通話しながら、あるいは画面を見ながら自動車な

どを運転する「ながら運転」は、運転への注意力が散漫になり、

重大事故にもつながる危険な運転です。最近では、運転中にス

マートフォンのゲームに気を取られ、歩行者を死亡させてしま

うという痛ましい事故もありました。

　これまでも「ながら運転」中に交通事故を起こした場合はも

ちろん、携帯電話の画面を注視することだけでも罰則の対象で

した。ところが、それが原因の交通事故数は、この 10 年で倍

増するなど減少の兆しが見えないことから、本年 12 月から「な

がら運転」に対する罰則が大幅に引き上げられました。例えば、

運転中に携帯電話を保持または画面を注視した場合、違反点数

が 1点から 3点に、反則金が普通車で 6千円から 1万 8千円に

なります。また、それにより交通事故などを起こした場合は、

違反点数 6点となり、1回で免許停止処分となります。そして、

反則金制度の対象外となるため、1 年以下の懲役または 30 万

円以下の罰金の刑事処分を受ける可能性も高まります。

　これから年末にかけて、お酒を飲む機会が多くなると思いま

す。飲酒運転は極めて危険な行為であり、許されません。睡眠

中はアルコールの代謝能力が低下するという研究もありますの

で、飲酒後に睡眠をとることはアルコールの分解に逆効果であ

る可能性すらあります。

　自動車は走る凶器であるという認識を持ち、正しい運転を心

がけましょう。

URL

特
設
人
権
相
談

空
き
家
の
管
理
に
つ
い
て

く
っ
ち
ゃ
ん
ブ
ラ
ス
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

第
１
回
定
期
演
奏
会

歳
末
物
資
配
分

法
人
道
民
税
等
の
申
告
を
電
子
で

年
末
年
始
の
お
知
ら
せ

小
中
学
生
書
初
め
大
会

成
人
記
念
式
典「
は
た
ち
の
つ
ど
い
」

　消費者庁や国民生活センターでは、ス

ポーツ観戦などのイベントで、手軽に楽

しめるタトゥーシールやフェイスペイン

トが肌に合わず、トラブルが発生してい

ると公表しています。一部製品からは、

化粧品には含有が認められていない成分

が検出されました。特に、子どもの皮膚

は敏感で、皮膚障害が発生する可能性が

あります。使用には十分注意しましょう。

○目や口など、肌の敏感な付近には使用

しない

○使用中は直射日光を避ける

○事前に腕の内側などでテストする

○かゆみなどを感じたらすぐに使用中止

する

■消費生活相談室（公民館１階団体室）

■月・水・金曜日10時～ 15時　☎ 23-1522


